道路占用管等埋設に伴う舗装復旧幅について

道路占用工事に伴う舗装復旧面積について、次の各号によることを標準とし、必要があれば道路管理者と占用者が現地立会いの上決定するものとする。

　１　掘削部分からの影響幅は路盤の厚みに関らず30cmを標準とし、影響幅より舗装絶縁線までの距離が1m以下の場合は絶縁線まで復旧するものとする。

[image: image1.bmp]　２　狭小な道路、舗装状態の悪い箇所については、両者協議の上復旧幅を決定するものとする。

３  復旧の際は、他のライフラインと調整し一体復旧を行うものとする。
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（図－２）道路横断復旧





舗装絶縁線





舗装絶縁線





≦１ｍ








影響幅30ｃｍ








影響幅30ｃｍ








＞１ｍ








舗装復旧幅








（図－１）舗装復旧幅
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